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第1章 古代 日本 人 はいつ寝 ていたか

ブリギッテ 。シテーガ

は じ め に

この25年 間で、 日本人の睡眠時間が際立って短縮された。これは、5年 ごとに行われてい る

NHK国 民生活時間調査を見ればあきらかである。それによれば1970年 から1995年 の間に、10

歳の子供から高齢者までの平日一日あたりの睡眠時間が平均25分 ほど短縮 している(1)。この

傾向と並行するかのように、「短眠熟睡」の方法を推める本やテレビ番組などをよく目にする。

睡眠時間は何のために短縮すべきなのかというと、最終的には富貴栄達を得 るためであり、そ

のために精一杯勉強や仕事をして、"無 駄な時間"を なくすことが必要だと言 っている。 その

"無駄な時間"と いうのには
、生理的に最低限必要 とする以上の眠 りがすべて含められている

のである。1989年 のある ドリンク剤の宣伝文句である 「24時 間たたかえるジャパニーズ ・ビ

ジネスマン」 はそのような態度を代表 している。そして 「日本における眠 りの文化」をテーマ

とした筆者による面接調査では、「眠りは私の趣味です」 と言 う人がはなはだ多いことが判明

している。 これらは、 日本人が眠 りを余暇の範疇で捉えようとすることの現れだろう。

しか し、 このような睡眠時間短縮の直接の原因が何であったのか。NHK調 査のデータを分

析 してみれば、それが レジャー活動、とくに週末のそれの増加によるということがわかる。現

代の日本人は余暇活動を増やすために、労働時間ではな く、睡眠時間を減 らしてきているので

ある。言い替えれば、睡眠は現実には余暇の中に含まれず、両者の関係 はむ しろ対立的になっ

てきていると言えるだろう。要するに、勉学および労働に努めれば経済上や社交上の豊かさが

増すとの考えに加えて、この数年来、豊かさの観念そのものの中に余暇活動の多さというもの

が加わったたあ、そういった"豊 かさ"を得 るためには睡眠時間を犠牲 にして も仕方がないと

いう傾向が現れているとみてよい。

なお、 このような動向の背景には、さらに以前からの学校教育の普及や社会の産業化の影響

も考えられる。就寝および起床時刻は学校、会社などの組織の時刻制度に合わせ られるからで

ある。学校、工場の寄宿舎、または兵舎、病院などの生活のリズムはその典型例であるが、そ

のほかにもラジオ体操、学校や会社の朝礼などにより起床時刻が間接に定まることも確かであ

る。 このような傾向の上に、最近の深夜までの余暇活動による就寝時刻の遅延傾向が重なって

きているわけである。

しか し、 このように仕事 も遊びも次第に忙 しくなり、睡眠をも犠牲にする日本の現代社会で、

身体はどうなるのか。 じっは休息の仕組みがある。それは、眠りというものを、仕事中でも、

余暇中でも、「居眠り」の形でとることができるという事実である(2)。
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このような現代 日本社会の中での眠 りのありかたを考える上で、かっての日本で眠りが日常

生活の中にどのような位置を占めていたかを知 っておく必要があろう。本稿がテーマとするの

は、その第一歩 として、古代 日本において眠 りがどのように扱われていたのかという問題であ

る。眠 りの最中は無意議の領域にあるので、その実態を明 らかにしようとすれば、その周辺を

取 り巻 く意識の側から考察していくしかない。考古学的な方法で眠りを調べることもできるだ

ろう。が、残っている物としてはほぼ寝具に限られるので、この方法だけに頼るわけにはいか

ない。当時の眠りに関する記述をできるだけ見っけ、分析をすすめるという方法が中心となら

ざるを得ない。ただ幸い、平安時代の文学のおかげで、古代における日常生活の生き生きとし

た叙述が残っており、その中には、夜の生活にっいてもかなり詳 しく描かれている。もちろん、

あくまで文学なので、それがどのていど現実を伝えているのかが問われなければならない。 し

かし、そこに著者や読者の生活の実情が反映されていなければ文学 としての説得力を欠 き、作

品としての生命 も保たれなかったはずであるか ら、文中の 「眠り」の描写 も特別な虚構がしく

まれた場合を除いて、とりあえずはほぼ現実に近いものとして扱うことが許されるだろう。実

際、IvanMorrisに よれば、『源氏物語』における暮 らしの描写は、当時の他の資料 とほとん

ど矛盾 しないという(3)。本研究ではいわゆる物語文学の他、随筆や日記、法制史料、仏教典や

説話類、 さらには絵巻のような図像資料を調べた。読みやす くするたあ、引用文は現代語に直

し、敬語 は、 とくに文脈を理解する上で必要な場合を除いて、省略 した(4)。

本稿における私の理論的関心は、以下の疑問に集約される。すなわち、古代には睡眠時間お

よび就寝 ・起床時刻を定める考え方はあったのか。そのばあい、私的領域にあるはずの睡眠を

も管理 しようとする権威があったのか。 もしそれが認められるなら、それは誰か、あるいは、

どのような組織であったのか。 また、そのような権威はどこまで及んでいたのか。

より具体的な作業としては、起床や就寝の時刻や昼間の眠りにかかわる観念 と実際の行動を

調べたい。検討の対象は、当時の日本の国家権威の二っの中心、すなわち宮廷 と寺院の双方 に

かかわるだろう。 この二っの権威が密接に関係 していたことは周知のとおりであるが、ここで

は、分析のためにあえて別々に論 じることにする。とくに関心を集中 したいのは、何らかの任

務を果たす途中での睡眠にまつわる態度や昼間のうたた寝の習慣、また、睡眠時間を短縮する

ことをよしとする意識の有無である。 もしそのような考えが確かめられたなら、そのばあい誰

が、あるいはどういう教理が睡眠時間の短縮を求めていたのかを見 とどけたい。おそらく睡眠

を減 らすのは何のためであるかにっいての言説を検証すれば、睡眠を犠牲にして得 られるもの

が何であると考えられていたかにっいての理解 も深まるだろう。これらの諸点は多層に絡み合っ

たことが らである。検討を個別 にすすあた上で、あらためて問題全体を総合的に論 じたい。

古代人 はいつ寝て いたか

起床時刻

文献には、朝起 きる場面の記述が圧倒的に多い。そこで明確なのは、男が恋人のもとから立
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第1章 古代日本人はいっ寝ていたか

ち去る時刻である。ほととぎすか鶏が鳴き、夜が明けようとしている頃、男 は目覚め、別れ難

さを言葉に託 して、女のもとを去 る。そして、 自分の家(あ るいは寝床)に 戻 ると、女への恋

文をしたためることになる。

男が暁(明 け方)に 他の家から帰るのは、女 と臥所を共にしたことを意味さえ した。 『源氏

物語』にもそのような場面が多い。たとえば、光源氏の長男夕霧が落葉宮に言い寄 って、っれ

な くされる一節。夜が明けようとした時、落葉宮は 「せめて夜の明けないうちにお帰 りくださ

いませ」 と言 って、夕霧をひたすら帰そうとする。夕霧 はこう言 う。「あきれた仕打ちですね。

事があって後の別れのような様子で帰るこの身を、朝露がなんと思 うで しょうか㈲。」

古代の人々は毎夜遊びを行 っていたわけではなく、一般には、夜の間は眠っていたであろう。
　 むう つ

「土佐日記』の承平5年(935年)1月11日 の記録に、「夜明け前に船を出して、室津に向か う。

人 はみなまだ寝ているので、海の様子も見えない(6)」とある。 ここでも、「夜明け」 は起床の

ための大切な時刻であったようである。「明け方」 というのは、古代においては夜 と昼の境 目

として見 られていた。その意味を説明するため、まず、古代の時刻制度について紹介しておこ

う。

古代 の時刻制度

自然の合図

一日の始まりにっいては
、基本的に様々な考え方がある。ユダヤ、イスラム圏などでは、日

の暮れが一 日の始まりと見 られていた。また中国では、漢の時代太初元年(B .C.104年)の

冬至に、日の始まりを零時に設定 した。 このいわゆる 「夜半規定」はその後 も変更されること

はなかったが、日常生活では明け方に鳴く鶏の声、「鶏鳴」が一日の始まりとされた(7)。それ

は季節によっても緯度によっても大 きく変化する。その 「鶏鳴」が言葉通 りであったことは、
もうしょうくん しん

中国の 『史記』に記された故事によりわかる。「孟嘗君 が、秦に使い して捕 らえられたが、

逃げ出して、夜中に歯容臠(8)にっいた。 しか し、この関は覇窖鷄 が鳴かないと門を開かない

ので、人に鶏の鳴きまねをさせたところ、門が開かれて逃げることができた云々。」 と(9)。

この故事 は日本でも知られていて、 日常生活においては、中国 と同様に 「鶏鳴」が新 しい日

の到来を告 げた。清少納言 はそれを題材に歌を詠んだ。それは 『百人一首』のひとっとして、

今 日でもよ く知られている。

夜をこめて

鳥のそらねは

はかるとも
あふさか

よに逢坂の

関はゆるさじ

その意味 は 「夜がまだ深いのを隠 して、鶏の声をまねてだまそうとしたとして も、(中 国の
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故事 にみえる函谷関なら開きもしましょうが、わたしたちの逢 う瀬をとめる関とも言える)逢

坂の関は、(だ まされて二人を逢わせることなど)決 して許 しはしないでしょう(10)。」ここでは、

鶏の声が夜 と昼の区切 りであったことは明瞭である。辻野勘治の説では、「古代の神の行事は

夜中に多 く行われ、暁闇と共に神は昇天され行事 は終わるのであった。鶏鳴は夜の終わりを告

げるもので、鶏鳴を合図に神はおかえりになると信 じられていた。それと同じように、妻問い、

よばいという習慣は、男が女の家へ出向いて一夜を過ごすのであったが、夜明けを告げる鶏鳴

をきくと、一番鶏二番鶏の鳴き終わるまでに帰 らなければな らなかった⑩。」

鶏であれ、 もう少 しロマンティックな趣のあるほととぎすであれ、夜明けを告げる自然の合

図というのは、世界中かなり普遍的であったと思われる(12)。またそれ故に自然の違いによって

変わらざるのえないものである。例えば、京都(平 安京)は 北緯約35度 であ り、 季節 によっ

て日の出 ・日の入 りの時刻が異なって、夏は冬よりも昼が長 くなり、一年で昼夜の長 さに2時

間半の差がある。 こういう自然の リズムのもとで人々は生活 していた。とりわけ農民の場合、

日照時間に労働を合わせざるを得ないので、 この時間の区分の仕方は実用的だと思われる。こ

のような時刻法を現代用語では 「不定時法」 と呼ぶ。 もっとも、不定にもかかわ らず、一日が
あかっきがた

様々な時の表現で色分けされている。とくに、朝を語る語彙が多い。例えば、暁、鶏鳴、暁方

など。 これ らの正確な時刻は、年、社会、人によっても変わるので、現代の時刻に表すのはか

なり難 しい(13)。

「不定時法」は実用的だと先に述べたが、社会の構造が複雑になり、政治権力が中央に集中

して くると、中央権威を示すだけでな く、統制力をも発揮するために、勢力圏内にいる人々の

生活行動 とその リズムを管理 し、それを維持 しようとする考えが生まれる。そこで、一 日の時

間を区切 る制度や、時間を測定 し、それを報告する方法 ・道具が必要になってくる。

辰刻制度

図1『 辰刻制度』
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第1章 古代日本人はいっ寝ていたか

日本の中央政府 は、中国ですでに発達 していた時刻制度をとりいれた。それは、太陽が南中

に観察できる時点を一 日の中心 とし、その中心から次の一 日の中心までの時間(現 代ではおよ

そ24時 間)を 一 日とした。そして、それを12区 分 した単位を辰刻といい、それぞれに子、丑、

寅、卯などの干支の名称をっけた。それをさらに区分 した単位(刻)も ある。 これを 「辰刻制

度」 と呼ぶ。 これは 「定時法」である(14)。
じょめい

日本でこの辰刻が初めて現われるのは、『日本書紀」の後半、舒明天皇8年(636年)秋7
おおまたのおおきみ まえっきみたち すかさすかさ

月1日 の記載である。「 大派王(敏 達天皇の皇子)が(蘇 我)蝦 夷大臣に、『群卿 や 百寮

が、朝廷への出仕をなまけている。今後 は卯の刻の始めに出仕 し、 巳の刻の後 に退出させよ

う。鐘で時刻を知 らせるように』 と言われた。 しか し、大臣は賛成 しなかった(15)。」最初に辰

刻が現われるのが朝廷に関する史料の中だというのは、単なる偶然ではない。古代では、辰刻

制度は宮中や政庁 よ り外 にほとんど使わ れていなか ったのである。 数年後 の大化3年
おごおり

(647年)、 天皇は小郡の宮の造営にともなって、礼法を定めた。 そこにはこのようにある。

「およそ位 にある者 は、必ず寅の刻(現 代の3-5時 頃)に 南門の外 に左右 に並んで、 日のさ

し昇る時を待 って、広場に行って再拝 し、それか ら政庁に入れ。午の刻(11-13時 頃)に なっ

て鐘が鳴 ったら帰 ってよい。 この鐘を鳴 らす役人は、赤い布を前に垂 らせ。その鐘の台は中庭

に建てよ(16)。」 これによって、役人は日の出前には職場に到着することとなった。

政庁の時刻を管理するには、寅、卯などの辰刻を定めるだけでは不十分で、それを計 る手段

が大 きな問題 となった。最初は、太陽の方位のもとに計算 されたが、660年 には中国から水時

計が導入された(17)。朝廷の勤務の始まる時刻によって起床時刻を推定するには、朝の儀式でど
もろすけ

ういうことをするのかを知 らなければな らない。藤原道長の祖父に当る九条右大臣師輔 は、子

孫のために 『九条殿遺戒」 と呼ばれる訓戒を残 しているが、その中に次のことが述べられてい
そくしょう みょうこう

る。「先ず起きたら、属星 の名号 を七反唱えよ。次 に鏡を取 って顔 を見よ。 次に暦 を見て 日
ぶつみょう ず しょう

の吉凶を知れ。次に口をすすぎ、手を洗え。次に仏名 を誦唱し、 日ごろ尊崇する神社に念 じ

よ。次に昨日の事を記せ(18)。」

これでもまだ準備は終わ らない。朝廷に出勤するために衣服を着ける。当時の役人にとって、

朝廷の儀式や行事を主宰 し、それに参列することは重要な任務だったので、服装を正 しく身に

着けるのに時間がかか ったことは言うまでもない。そ して当然のことだが、いまのような交通

手段がなか ったため、自宅か ら政庁まではそ う遠 くな くて も、通勤に時間がとられた。そうい

うわけで、彼 らは寅の刻に宮に着 くために、それより何時問 も前に、っまり暗いうちに起きな

ければな らなかったのである。勤務が始まる前に職場に着いて、再拝する儀式に参列 しなけれ

ばならないことは、現代の会社や学校の朝礼を思い出させる。仕事はそれぞれに割 り振 られる

のだが、当日になって急遽、他の公卿にそれが振り替えられることも珍 しくなく、多忙を極め

る人がいる一方で、閑職に追いや られる人 もいた(19)。このように、朝廷の始まる時刻によって

公卿、殿上人などの起床時刻がある程度決め られたと言えるが、朝廷は眠りそのものには直接

かかわ らなか った。貴族の世界では一般に、 自然の合図、っまり明け方が起床の時刻 として見

られていたと考えてよいであろう。当時の宮延の権威には起床時刻を管理 しようという意図は

なかったと考え られる。
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寝入 り

かさのいらっめ

就寝については 『万葉集』の第607番 、笠女郎(20)が大伴家持に送った歌が参考になる。

皆ひとを

寝よとの鐘は

打っなれど
も

君をし思へば
い

寝ねかてぬか も(21)

鐘で寝入 る時刻を知 らせるのは、いろいろな点で興味深い。第一 に、就寝するにふさわしい

時があるという概念が存在 していたこと、第二に、それを知 らせていたこと、第三は、その手

段が鐘を打っことであったことである。

この歌の中の鐘 は、寺院で仏法を修行する時に時刻を知 らせる時鐘 である。J.L.Pierson

は、奈良時代には寺が亥の刻になると、っまり夜の10時 に、寝入 りの時刻 を鐘 によって知 ら

せたと、その歌を説明している(22)6しかし、就寝の時刻を寺院の鐘でたいてい、知 らせたのは

10時頃だったのは認められるが、それは亥の刻ではない。寺院における一 日の区切 り方 は辰刻

制度 とは異なっている。

寺院の時刻制度

図2『 六時制度』

宮中と寺院はそれぞれ独立 した時刻制度を発達させたといえる。仏教の寺院で用いられた一

日の区分の仕方 は日本では 「六時」 と言 う時刻制度だが、 これはもともとインドの中北、仏教
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発 祥 の地 方 で 発 達 した もので 、yama(時)(23)と 呼 ば れ て お り、 中 国 の 仏 教 寺 院 で も使 用 さ

れ て いた 。 日 の入 りの午 後6時 頃 と 日の 出 の 午 前6時 頃 は大 切 な記 号 で あ って 、 そ の 間 の 時 間
じん じょう　 じんちょう にっちゅう にちぼっ　にちもっ

を三 っ ず っ に分 け る。 要 す る に、 晨 朝(6-10時)、 日中(10-14時)、 日没(14-18
そや　しょや ご や

時)、 初夜(18-22時)、 中夜/半 夜(22-2時)と 後夜(2-6時)の 「六時」としていた。

六時の名称は史料によって異なっている。例えば、晨朝は平坦、旦起、日初分、初日分とも

言 う。古典文学の解説ではこの 「六時」と 「辰刻制度」をあまり区別 しておらず、時には間違っ

ていることもある。例えば、「初夜は戌の刻(午 後八時ごろ)」だと阿部他1970の289項 に記 し

てある。だが、初夜は部分的に戌の刻に含 まれても、戌(7-9時)に 重なるわけではない。

手元の参考文献では、「辰刻制度」と 「六時」がそれぞれ独立 して発展 した異 ったシステムで

あり、両者の間にはずれがあるということが見落とされている。中国の場合でもJulianPas
『は

、寺院では六時という独立 した時刻制度が発達 していることにほとんどの研究者が気付いて

いないと述べている。六時の名称は自然の時の表現に近いので、定時法の時刻として見 られて

いないのであろうか。 しか し、僧林における生活規律を集めた、曹洞宗の開祖道元(1200-12

53)の 「永平清規』(1227-1249)が 、寺院では六時に したがって生活 していたこと、 そ して

寺以外では辰刻制度が使用されていたことの証拠になる。その中の 「辧道法」では道元 は永平
ほ じ

寺の生活の日課を述べていて、「哺時に至 らんとするとき、それは世俗の未の時の終 りに当 る
うんどう

が、雲堂に帰 り(24)」、あるいは 「この時は世俗の酉の時の半分に当る㈱」 とある。前述 した

『万葉集』の歌をこの時刻制度で解釈すると、鐘が打たれたのは初夜 と中夜の境 目ということ

になる。

一日を六っに分け、そしてその リズムに合わせて生活する概念が日本に入ってくるルー トは

他にもあったであろうが、確認できるのは中国の僧善導によって記された 『観経四帖疏』であ

る。善導の書物(浄 土教)は すべて、奈良時代に奈良の寺院に入 ってお り(26)、僧の日常生活の
おうじょうらいさんげ

規 律 の基 の一 っ に な って い た。 そ の中 の 「往 生 礼 讃 偈(27)」で は、 一 日の 六 時 そ れ ぞ れ に念 仏 を
ごんぎょう

唱えたり、お経を誦するなどの勤行 をす るとなっているが、 これは 「六時勤行」 と言われ

る(28)。六時 は寺院で一般(29)に使われたが、時刻を測定 したり告げたりするのは各寺院ごとに行

われていた。

それは、現代にも残 っていて、例えば、大徳寺では、朝は、手を見て薄明かりに手のひらを

ひろげて指の関節 ごとの線がはっきりと見えてくるのが合図であって、晩は同 じように、指の

線が見えな くなると、鐘を打っ(30)。指の線を見ることで時間を測定するのは、不定時法だと言

える。仏教寺院においては、線香、あるいはろうそ くを燃やして勤行の時間を計った(31)。一本

の線香は一定の時聞で燃焼するので、時を計 る目安 とされ、座禅では今日で も 「5本座れ」 と

いうような言い方がなされる。昼夜の境は自然の合図(夜 が明けること)で 、っまり不定時法

によって定められているのに、その間の時間を一定の時をきざむ道具で計 り、そ して概念とし

て定時法を使用するのは、現代人の私たちには理解 しづらいところがある。 しかし、古代の人々

には、そのような一慣性を求める時間意識が強 くはなかったのであろう(32)。

これまで宮廷の時法と寺院の時法をはっきりと分 けて論 じてきたが、 これはあくまで分析す

る上での便宜的な分類であって、当時の人々は日常生活の中で、寺院の時刻と宮中の時刻、そ
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して自然の目印を一 日の区切 りとする仕方を同時に、適宜使用したと思われる。例えば、ある

男は鶏の鳴き声とともに目覚め、女の家か ら帰宅 し、寅の刻 になると政庁での仕事にっ く。 し

か し、その男が夜には、寺の鐘にあわせて就寝 しているといったようなことも想像に難くない。

ただし、それぞれの時法が日常生活にどのていど影響があったのか、詳 しくはわからない。調

べた文献に基づ く限 りでは、辰刻制度は朝廷と宮廷の行事 ・儀式、天皇の一 日にのみ適用 され

ていたようであるが、辰刻の名称はそれ以外にも知られていた。実際所用で宮廷に出入 りした

人々にも全 く影響がなかったとは断言できない。六時制度 は、 もともと寺院の勤行を定め、そ

れに合わせて寺院の生活のリズムを定めていたものである。寺院では鐘で六時の時刻を告げて

いたので、寺院の外の領域にもそれなりに影響力があったと思われる。「源氏物語』で は、寺

の鐘が時刻を知 らせる描写は宇治や田舎の場面にしか見当たらないが、当時の貴族たちは鐘を

打 っている音を時刻の合図として認あていたようである。さらに言 うと、12辰 刻はち ょうど

六時の倍数なので、名称を交換 しても、矛盾にならない。仏教の普及 とともに六時の勤行は12

辰刻 に重ね合わせ られていき、世俗 においては辰刻の名称を使 っても、概念 としては六時の生

活 リズムだったと思われる。

一般庶民

いうまで もなく、これまで描 いてきたことは貴族や僧侶によって書かれた資料にするもので

あり、限 られた社会にしか当てはまらない。平安時代の人口は推定5百 万人、内1パ ーセント

は平安京に住んでいて、貴族はその10分 の1で しかないこと(33)を考えれば、 これは5千 人を

超えない人々の話になるだろう。一般庶民 は貴族 とはめったに接 しなかったので、彼等の日常

生活 にっいてはほとんど記録が残 っていない。が、間接的に起床時刻を推測することはできる。

『源氏物語』の第4巻 「夕顔」では光源氏が夕顔の家に泊まっていて、「八月十五夜、 くまなく

照 りわたった月光は、隙間の多い板屋の家のあらゆるところに漏れてきて、 こういうふだん見

慣れない住まいの様子ももの珍 しいが、そのうえ暁が近 くなったのであろう、隣近所の家々で

は、身分の低い卑 しい男たちの声々がする。 目を覚まして 『ああ、ひどく寒いなあ。』『今年は

もう、商売もあんまりあてにできないし、田舎通いにも望みはないから、心細 くてならない。

北隣さんよ、聞いていなさるかね。』などと、言葉を交すのも聞こえる(34)。」

「暁が近 くなったのであろう」 というところから、平安京の庶民が、女のもとに通 う男より

もさらに早 く目覚めていて、暁とともに働 き始めていたことが想像できる。 ヨーロッパでも、

歯車を使 った時計が一般になる前っまり近代 までは、道で歩いている人の見分けや硬賃を区別

できる光度が仕事の始まりの目印になっていた(35)。平安時代の8月 の十五夜は現代の9月 の満

月に当たり、平安京では日の出は6時 頃(36)で、明け方 は5時13分 頃に当り、それは夏至には4

時5分 で、冬至には6時25分 前後になる(37)。当時の庶民はその前には起 きていたのであろう。

太陽の位置によってだけではなく、政治の中央権威の中心に当る天皇や、宗教の中央権威の

中心に当る寺院の僧侶の場合には、より厳 しい睡眠時間の管理が認あられる。
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おほとのこも

天 皇 の大 殿 籠 り(38)

この え ふ さ ご ん え ふ

平安時代以降、御所の夜間警備にあたったのは、左右の近衛府であった。左近衛府が亥の1

刻の始あ(現 代の午後9時 頃)か ら子の4刻 の終わり(午 前1時 頃)、右近衛府が丑の1刻 の

始め(子 の4刻 の終 りに当る)か ら寅の4刻 の終わり(午 前5時 頃)ま での巡回を担当 した。
とのいもうし

近衛府の交替の時は、担当者が姓名を名乗る儀、いわゆる 「宿直奏(殿 居奏 とも書 く)」を行 っ

た(39)。近衛府の声を聞 くことで、御所の中の人々は時刻を知 った(40)。近衛府の役人が警備する

問の時間が 「夜」であったと認められるであろう。夜の時間は行事がなければ、天皇の寝る時

間として定められていたと思われる。

近衛府は御所の治安を担当していて、天皇が寝床に入 っている時には、他の何人かで不寝の
よるのおとど こ じ そう よ いのそう

番をしていた。天皇の寝所の東隣には夜御殿があり、そこで護持僧、あるいは夜居僧と呼ばれ
だいばんどころ

る僧が聖体の安全を祈 っていた。夜御殿の東南隣にある 台盤所 は女房の詰所で、内侍等が天
かんいん

皇の眠りを社会的に護 っていた。『辧内侍 日記』81節 の 「閑院殿炎上(41)」では火事の大興奮:に

ついて語っているがそれは例外であり、普段は彼女 らは勤務の時には、眠っている天皇の権威

の象徴として礼服や礼髪のまま座って夜を過ごし、暇っぶしにおしゃべりをしたり、歌をっくっ

たりしていた。

天皇の大殿籠 りを色々な面で護 るということは、何人かが決まって詰あることであり、天皇

の眠りの時刻は本来定まっていたものと推論できる。が、実際にはその規則 に違反 したことも
これちか

あったようである。例を挙げると、「枕草子」第293段 では、「大納言(伊 周)が 参上 して、詩

などを(天 皇に)奏 したとき、 いっものように夜が大層更けたので、お側の女房は一人二人ず

つ姿を消 して、屏風、几帳の後 ろなどにみな隠れて横になった。(私 は)た だ一人眠たいのを

我慢 して控えていると、(近衛府の役人が)『 丑四っ」 と時刻を奏 した。(私 が)『夜が明けたよ

うですね」 とひとりごとを言ったのを、大納言は(天 皇に)、「いまさら、大殿籠 りなさらない

ように」 と言って、寝るべきと思 っていない。(中 略)天 皇が柱によりかか って、 すこし眠っ

ていらっしゃるのを、(大納言が)『 あれ、御覧なさい、もう夜は明けたのに、 こんなにも寝て

おられるのですかねえ』 と、(中 宮に)言 う。『ほんとに』などと、中宮が笑っている(後略)(42)。」

ここで、丑四っが明け方 とされているのが興味深い。宮中では辰刻制度が使用されていたの

で、宮中の権威の中心にあたる天皇 とその妻たちの場合は、起床の時刻は自然の合図である鶏

の声の通 りではな く、辰刻を告げられる通 りと定められていたようである。要するに、睡眠の

リズムを管理 したきざしが認められる。ただ し、それに関して政治的権威の及ぶ範囲は、その

権威の中心 にある天皇 自身 と彼の眠 りを保護する義務のある人に限 られていたとみてよい。

寺院の生活

古代では一般に生活の時刻はかなり曖昧だったようだと前述 したが、奈良時代以降に寺院で

は六時に合わせた一 日の日課を定めていた。平安時代の宗教 ・芸術 ・思想などにかなり影響を

与えた比叡山(天 台宗)の 僧源信(=恵 心、942-1017)は 「我起 き臥 しは、すなわち仏 の起
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き臥 しな り(43)」と記 して い る。 こ こで は具 体 的 な就 寝 ・起 床 時 刻 が わ か らな い が、 別 の 所 で 、
げん しんそ うず しじゅ ういっか じょうきしょう

源信が自らの弟子を訓戒 した 「源信僧都四十一箇条起請」の38段 で 「亥、子、 寅、 この三時

に寝 るべきである、それ以外 は眠ってはいけない(44)。」 と就寝および起床時刻を述べている。

先に寺院では就寝時刻 は初夜 と中夜の境頃であったと指摘 したが、それは定時法の場合、ほ

ぼ亥の正刻(現 代の10時 頃)に 当る。亥、子、寅といった辰刻 は、西暦1000年 頃の日本の寺

院で生活 していた僧に使われていたかどうかは疑問であるが、その節は原文で残っているので
しゅうカゴいしょう

はなく、中世の 『拾芥抄 』に伝えられている文章なので、南北朝時代の公家である編者の洞

院公賢(1291-1360)が 、 自分が使用 していた時刻制度に合わせたとも考え られる。そ うした

問題 は別 として、亥の刻と子の刻 は、亥の刻が現代の夜の9時 頃か ら11時 頃まで、子 の刻 は

夜11時 頃か ら朝1時 頃までで連続 しているが、寅の刻は朝3時 頃か ら5時 頃までである。では、

この間の丑の刻(1時 頃一3時 頃)は どうであったか。 じっはその刻には勤行があって、天台

宗の僧侶 はわざわざ起きて、夜中のお勤めを したのである。現代人の考え方か らすると、寺院

では6時 間睡眠だったという集計がす ぐ頭に浮かぶが、当時には睡眠 というものを測定 し、時

間量で表現するという概念がまだなかった㈲。むしろ、 この三っの時が睡眠のたあの妥当な時

であったということである。さらに言 うと、 これと似ている睡眠の リズムが中世 ヨーロッパの

修道院にも認められる。ベネディク ト派の場合では、 日の暮れから朝の2時 まで寝床に入 って

いて、夏にはそれに加えて昼寝があった。 アルプスより北の方では、VigilとLaudesと いう儀

式(46)の間に眠ることが一般的であった(47)。

有名な子供向けの教訓書である 『実語教』の中にはこうある。

「除眠通夜誦(48)」

これは、眠 りを除いて、夜を通 じて誦することを求めている。『実語教』 は俗に空海(=弘 法

大師、774-835、 真言宗)の 作とされるがそれは信じがたく、平安時代後期にっくられたもの

とされている。儒教、仏教の経典の中の格言を抄録 しており、その後の世代 にも用いられ、寺

子屋の教科書 としてもよく使われたものである。

『源信僧都四十一箇起請」や 「実語教」が注目されるのは、文献の上では初めて、睡眠の制

限を求めていることである。何のために睡眠を減 らすのかといえば、念仏を唱える、経を誦す

るといった修行の時間を増やすためであると、明言 している。修行す ることによって、「見

仏(49)」し、最終的に往生できることを希望 していた。言い替えれば、当時は修業をする(宗 教

を修める)こ とによって得 られるものは、睡眠を犠牲にしても仕方がないほど大切だと考え ら

れていたのである。現代の経済上や社交上の豊かさ、そして余暇活動の豊かさの代わりは、古

代では宗教的な豊かさ(見 仏、往生)が あったといえる。

寺院で勤行の一部 としての眠りに関する作法を詳 しく述べている文章 は、道元が著 わした

『永平清規』の 「辨道法」の中にある。禅の寺院では、睡眠を含めて、一 日の日課 は六時の通

りで、他の寺院よりはっきりと決まっている。僧堂では僧一人当りに 「単」という床が与えら

れ、そこで壁に向かって座禅 し、真ん中に向かって食事 し、そして眠る。寝具や寝間着は簡素

で、誰 もが同 じである。寝相に関 しても規則がある。「臥すときは必ず右脇を下に して眠れ。

左脇を下に して眠ってはいけない。臥す時は頭を仏に向けるべきである。(中 略)う つ伏せに
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な って眠 って は い け な い。 両 膝 を 立 て て 、 仰 向 け に な って は い け な い。 寝 間 着 を ま くって 眠 っ
げ ど う

て、外道の法のようにしてはいけない。帯を解いて眠 ってはいけない。心に光明を念 じ、 自分

の寝相が他より見透かされていることを観念するべ きである㈹。」

道元が注意 しているのは、活動する時も休む時 も大衆(他 の僧侶)と 同 じ様 にし、 「もしも

大衆が臥せば、大衆に随 って臥す(51)」ということである。具体的な就寝や起床の時刻は、それ

ぞれの僧堂の住持によって定められていた。皆同時に食事、睡眠、座禅などを行うことは、他

宗派で も基本的な規則であった。そのことは、逆にその規則に反 した僧にっいての記述に示さ
しんじょういん じょうしんそうず

れている。真言宗の真乗院 の盛親僧都の話がその例で、『徒然草』の第60段 に次のように記

されている。盛親僧都は他人と同 じ時には食べず、夜中でも暁でも食べたい時は食べる。眠た

ければ、昼間 も部屋にとじこもっている。 目が覚めれば、幾夜 も寝ない。「世間並みではない

様子だけれども、人に嫌われず、すべて許された。徳がす ぐれていたか らであろうか(52)」とい

う評を吉田兼好は書き添える。

日常生活に時間的な規律を与えることで、寺院においては集団生活が成 り立 っていた。大多

数の僧侶は自然のリズムに合わせて活動することはなかった。集団意識や集団のメンバーとし

てのアイデンティティを助長するため、言い替えれば、組織のメンバーをその組織に順応させ

るために、生活 リズムを定めて、起 きている間の時刻や寝ている間の時刻を管理 していた。

『永平清規」ほど厳格な日課は禅の寺院にしかなかったようであるが、寺の僧は六時の勤行 を

皆同時に行ったと思われる。その六時ごとに打った鐘は寺院の外でも知覚 されていた。前述 し

た 「万葉集』の第607番 の歌からも、初夜 と中夜の境に打たれた鐘は世俗においては就寝時刻

であると意識されていたことがわかる。その時間意識が俗入の生活のどのていど影響があった

のか今日では確認できない。俗人の就寝時刻に関 してはこの歌が唯一の史料である。ただ し、

宗教的権威が寺院より外の人々の生活の リズムも自分の リズムに合わせようとしていたのは明

らかである。

これまでに述べたのは寺院の日常生活において僧侶が従 った時刻のことだが、ある決まった

時期に何 日間も寝ないまま念仏することがある。それはいわゆる 「五欲」、つまり財欲、色欲、

飲食欲、名欲(名 誉の欲)と 睡眠欲(53)を抑制 して、仏の名を念ずることであり、そういった修

行の最大の目的は 「見仏」を得ることである(54)。当時は 「五欲」の中では、とりわけ飲食欲 と

睡眠欲を抑えることが強いられた(55)。

比叡山で古代か ら行われている念仏は、「常座三昧」、「常行三昧」、「半行半座三昧」 と 「非

行非座三昧」の、「四種三昧」である。特定の時期においては、例えば 「常行三昧」 は、90日

の問、休憩な しで歩いて、常に阿弥陀の名を唱え、念 じることである。90日 間一睡もしないの

は人間にとって不可能である。当時三昧がどのように行われていたかに関する記録は残 ってい

ないが、現在とほとんど同様だったと思われるので、最近の比叡山の 「常行三昧」の描写 は参

考になる。「二度の食事と便所に立っ以外は専 ら座り続ける。深夜二時間ほど、一 メー トル四
け っ か ふ ざ

方の縄床に結跏趺座 して仮眠する(56)」という条件で行われている。他に、比叡山の籠山行の場

合では、夜9時 か ら朝3時 半までは睡眠時間である。現在は修行期間中、起床時刻 に係 りの者

が起 こしに来る(鐘 を鳴らしたりするのではない)そ うであるが、修行である以上起 きるべ き
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時間には、無理強いされなくとも自然と自分か ら起 きるのが基本の心構えであり、それはや っ

てみればわかるというのが体験 した僧の話である(57)。

まとめていうと、政治的権威とは異なって、宗教的権威の場合では、眠 りを制限 しようとの

考え方があった。その論拠は二っある。一っは睡眠時間を減 らせば、仏道を修める時間が増え

るという考え方で、 もう一っは睡眠欲を抑制するのは修業になるという考え方である。双方の

目的は最高の"豊 さ"で ある 「見仏」 を得て、最終的に往生するということである。

昼間の眠 り

居眠り

前述 した文献により、寺院、とくに禅寺においては睡眠の時間管理が厳 しく行われた印象を

受ける。 しかし、鎌倉時代の説話文学には、居眠りをしている僧を主人公にした話がいくつも

ある。 たいていは、僧が居眠りして しまって、色々な失敗を起 こすという笑 い話である。 「沙
ちゅうかんしょうしんぼう

石集」 の 「眠 り正信」はその例である。「大和の正暦寺に忠寛正信房 という僧がいた。あまり
ねぶ

に眠 る の で、 眠 り正 信 と言 われ た。 御 舎 利 講 の法 要散 華 を行 った と き に、 しば ら く唄 ってか ら、

いっ も の よ うに 眠 って しま っ た。 唄 が 終 って 、 とな りの 僧 が 驚 か す と、 眠 って はい るけ れ ど も

そ そ っか しい僧 で あ って、 錫 杖 を取 り 「手 執 錫 杖 」 と誦 した。 「ど う した」 と言 われ て、「や れ、

唄 か と思 って」 と答 え た(後 略)(58)。」 『古 今 著 聞集 』 に も この よ うな話 が い くっ も載 って い る。

これ らの逸 話 を解 釈 す る と、 当時 は寺 院 にお いて 、 睡 眠 管理 は基 本 的 に厳 し く行 わ れ た が、 実

際 に は規 則 の ど お りに は で きず 、 居 眠 りを して しま う人 も多 か っ た と い う こ とで あ る。 そ れ は
あげまき

一般の僧に限らず、「源氏物話」の第47巻 「総角」では、大君のお通夜の時、「不断経の、暁方
あ じ ゃ り

に交替 した声がまことに尊いので、阿闍梨 も夜伽に詰めて居眠りしていたが、驚いてふと目を
だ ら に すいめん

覚まして、陀羅尼を読む(59)」という場面がある。ところで、仏教語としての睡眠は 「うとうと

と居眠 りすること」 も意味する㈹。

これ らの描写からは居眠りは普遍的な仕草としてたいてい黙認されていたと解釈できるであ

ろうが、史料ではその解釈 と相容れない場面 もある。平安時代後期の 『平治物語』では、比叡

山で使われていた起 こし道具が説明されている。 このことか らも、座禅の場合眠 くなって、寝

入った人が少なくなかったことがわかるが、それは座禅の場合では許されていたわけではない
でんぎょう さいちょう ぜんじょう

よ うで あ る。 「(伝教)大 師(=最 澄)が 禅 定 を修 あ て い る時、 眠気 が あ れ ば、 これ を 頭 の 上

に置 く。 眠 れ ば、 頭 か ら落 ち る。 落 ち れ ば、 音 がす る。 音 が す れ ば、 眠 りよ り覚 め る。 こ れ を
ぜんきく

禅 鞠 と言 う(61)。」 要 す る に座 禅 の 時、 寝 入 って 姿勢 が くず れ て はい けな い と い う こ とで あ る。

そ れ は、 睡 眠欲 を抑 制 す る こ と と関 連 す る で あ ろ う。

これ に対 して、 少 な く と も、 法 然(日 本 浄 土 宗 の開 祖 、1133-1212)に は俗 人 に と って 源 信

や道 元 の よ うな 睡 眠 の定 め方 に っ い て厳 しい イ メ ー ジが な か った とい う ことが 、 『徒 然 草 』 よ

り推 定 で き るだ ろ う。 第39段 で は、 「あ る人 が法 然 上 人 に 「念 仏 の時 、 眠気 に襲 わ れ て念 仏 の

行 を怠 る の は、 どの よ うに この 障 りを止 め た らい い か」 と尋 ね る と、 『目 の 覚 め て い る間 は念

仏 しな さ い 』 と法 然 上 人 が お 答 え に な った の は、 とて も尊 い こ とで あ る(62)」と、 吉 田兼 好 は評
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して い る。

居 眠 りが仏 道 を お さめ る時 に 限 られ て い な か った こ と は、 平 安 文 学 、 又 は絵 巻 に よ ってわ か

る。 『源 氏 物 語 』 第2巻 「は は き木 」 で は、 光 源 氏 と彼 の仲 間 が 夜 中 、 女 性 にっ い て論 じて い

る。 そ の うち に光 源氏 が寝 て しま う。 頭 中将 が 「自分 の妹 の姫 君 は、 この判 定 にか な って い る

と思 うの で、 源氏 の君 が居 眠 り(原 文:う ちね ぶ る)を して 言 葉 を 挟 ま な い の を、 物 足 りな く

も、 じれ った くも(63)」思 って い る。 ここにあ る 「居 眠 り」 にっ いて は二 っ の解釈 が あ る。 源 氏 が た

だ 眠 って い るの か、 あ るい は、 議 論 の風 向 き が形 勢 不 利 な の で、 狸 寝 入 りを き め こん で い るの

か で あ ろ う。 い ず れ に して も これ は余 暇 の時 に居 眠 り して い る場 面 で あ る。 そ の ほか に、 平 安

時代 で は、 宮 中 に勤 め る時 で も一 般 に居 眠 りを して い た こと と思 わ れ る。 例 え ば、 前 出 の 『辨
こがだいしょうだいじん

内 侍 日記 』 の第30節 「久 我 太 政 大 臣 の節 会 」 に は、 あ る夜 、 後 深 草 天 皇(在 位1246-1259)
みなもとのみちみっ

の弁内侍が、久我太政大臣(一 源通光)よ り 「夜 は更けぬるか、丑の杭のほどか」 と尋ね

られると、歌で返事をした。

うたたねに

ねやすぎなま し

さよなかの

うしのくひとも

さして知 らずは(64)

この歌の面白いところは、「ね(や)す ぎ」が 「子の刻 はもうすぎた」 とも 「寝過 ごした」 と

も読あるところである。弁内侍は大臣が居眠 りして、丑の時刻の杭を知覚 しないことを咎めた

藤原道綱の母が石山参籠のとき夢をみる。板戸の外の縁には、彼女にしたが った従者三人が居

眠りする。石山寺縁起絵巻(巻 二の一節)。
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のであろう。大臣の居眠 りが仕事中であったか遊びの問であったかというのははっきり書かれ

ていないが、番にあたる人々が座 ったままで寝入って しまったのは珍 しい事ではなかったらし
かげろう

い。『蜻蛉日記』を描いている 『石山寺縁起絵巻』には藤原道綱母が石山寺参籠 のときに夢を

見ている場面がある。夢で表れている同 じ部屋にいる僧や2人 の女房は起きているが、絵の前

景にあるかなり大 きく描かれた縁側の、警備の男2人 と女1人 が、座ったまま明らかに居眠り

している。その絵に対応する文章では居眠 りのことは述べられていない㈲。 こういうことから、

番をす るときに座 ったまま居眠 りすることは、ありふれた光景だったと言えるであろう。これ

までに述べたことで明らかなように、古代においては、遊びにも、仕事にも、念仏にもかかわ

らず、居眠りは一般的な行為であった。それは暇がある貴族の場合 もそ うだが、より規制され

ていた僧侶の日課の場合 も黙認 されていたようだ。つまり、居眠 りは多忙な現代社会に限 られ

た現象ではないと言える。睡眠欲を抑える修業のときにのみ眠 らないことが実際に要求された。

昼 寝

清少納言の 『枕草子』の 「すさまじきもの」(興 ざめなもの)と いう第22段 の中に書かれて
むまご

い る、 「成 人 した子 が た く さん お り、 下 手 をす る と 孫 な ど もは い は い して い る そ うな人 が 、 親

ど う し昼 寝 して い る。 若 い人 は、 ひ ど くき ま りが 悪 い こ とに思 って い る(66)。」 が 際 立 っ 。 英 訳

を行 ったIvanMorrisの 注 釈 で は、 「(当時 は)昼 寝 に対 して 強 い偏 見 が あ った。 特 に年 寄 り

の場 合 で は醜 くて、 美 意 識 ㈹ にか な って い な い と思 わ れ た ㈹ 」 と述 べ て い る。 氏 が 著 わ した

Theωorldoftheshiningprinceの 中 で も、紫 式 部 が 同 じよ うな価 値 観 を 持 って い て 、 「頭

中 将 が、 自分 の娘 が 真 昼 間 に眠 って い るの を 見 っ けて憤 慨 す るの は(公 家 社 会 で は うた た寝 は

き らわれ て い た)、 紫 式 部 自身 が昼 寝 中 の友 達 を訪 ね た時 の驚 きを反 映 して い る ら しい(69)」と

記 して い る。

しか し、 この主 張 は 『源 氏 物 語 』 な どの 記 述 と は矛 盾 して い る。 っ ま り光 源氏 の仲 間 は夜 中

起 きて い て、 恋 、 月 待 ち、 宴 会 な どで 遊 ん で い た こ とが よ く知 られ て い るの で、 当 時 の人 々 は

よ く昼 間 に寝 て い た で あ ろ う。 そ うで な けれ ば、 睡 眠 不 足 で 悩 ん で いた はず で あ る。 特 に退 屈

して い た貴 族 で あ れ ば、 眠 気 を我 慢 す る こ と は な いで あ ろ う。 さ らに い う と、 身 分 の 高 い人 は

庶 民 ほ ど 日照 を利 用 しよ うとす る必 要 は なか っ た。 家 の中 は昼 間 も夜 間 も光 度 は あ ま り変 わ ら

ず、 貴 族 に は灯 火 の た め の油 の節 約 もそ れ ほ ど必 要 で は なか っ た と思 わ れ る。 少 な くと も睡 眠

が足 りな い こ とに対 す る不 平 は清 少 納 言 の書 い た もの に あ って もお か し くな い の に、 旅 で 疲 れ

た時 以 外 は そ うい う記 録 が見 当 た らな い。 『源氏 物 語 」、 『枕 草 子 』、 『紫 式 部 日記 』、 『徒 然 草 』

な ど を通 読 す れ ば、 「昼 寝 」 が何 回 も話 題 にな って は い る もの の、 昼 間 に眠 る の が 悪 い こ と だ

と は決 して 言 って いな い。Morris自 身 も言 って い る よ う に、 「眠 りの時 間 は そ れ ほ ど厳 密 に決

ま って い た わ けで はな か った(70)。」 「昼 寝 」 に対 して怒 る の は多 少 の場 面 に 出 て い る が、 昼 間 寝

る こ と自 体 が悪 い わ け で は な か った。 問題 視 さ れ た の は、 昼 間 セ ッ クス す る こ と、 あ る い は女

性 が保 護 され て い な い ま ま寝 て お り、 誰 に で もそ の女 の顔 、 身 体 を見 られ る こ とで あ った。 当

時 は、 身 分 の 高 い 女 性 は父 や恋 愛 相 手 以 外 の男 に は顔 を見 せ な い た め、 明 るい うち か ら眠 って
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い る様 子 を見 せ る と、 恋 を招 いて い る よ うな こと にな る。

Morrisが 指 摘 して書 い て い る 『源 氏 物 語 」 の第26巻 「常 夏 」 に は そ の 例 が あ る。 「姫 君 は
ひと え

昼寝 しているところであった。うすものの単衣を着て臥 している有様は暑苦 しくは見えず、誠

に可燐で小柄な感 じである。透けて見える肌っきなどは、まった く美 しい。(中 略)内 大 臣が

扇を鳴 らしたので、目ざめて無心に見上げている目もとがいとお しくて、頬が赤 くなっている

のも父親の目にはただ もうかわいらしく見える。『うたた寝はしないようにといっ も注意 して

いるのに、どうしてこんな不用意な格好で休んでいるのか。女房達 も側に付いていないとは妙

なことだ。女は、自分の身をいっも気をっけて守っているのがよい』(71)と怒った。」

別なところでは、昼寝が性行為 と同 じ意味だというのがはっきりとわか る。っまり第25巻

「蛍」では、紫の上が(く まのの物語(72)の絵をみて)、小 さな女の子が無心に昼寝をしていると

ころを、(中 略)源 氏は 「このような子供同士でさえ も、なん とまあ世なれていることだ。(中

略)姫 君の前で、この色恋の物語などを読んで聞かせないほうがいい(73)。」という意見を示す。

その話では 「無心」の昼寝が 「色恋のこと」であるのは興味深く、注意が必要である。ここで

は 「無心」 とは 「無邪気」の意味ではなく、む しろ 「思慮分別がない」 と解釈すべきである。

このような例か らも、前述 した 『枕草子』の中の親 どうし昼寝 した人 もただ休養のためにう

たた寝 したわけではな く、枕を同じくしていたことがわかる。昼間に休養する場面は文学など

には多 く、平安時代の貴族にとって通常の仕草であった と思 って間違 いない。 当時の作家が

「昼寝」 という言葉を性的な意味で使用 したのは、中国の孔子の教えが記 されている 『論語』
さい よ

の中に出て くる話を思い出したのかもしれない。っまり、彼の門弟の宰予が昼寝 していたのを
おぎゅうそうらい

孔子が激 しく怒 った。定説になっている荻生狙徠(1666-1728)の 解釈によると、「昼寝 は先

生の講義を聞きながら居眠 りをすることではない。(中 略)明 るいうちか ら女性と戯れていた

のだ(74)」となる。 日本の後の時代では 「宰予」は、「昼寝」又は 「昼寝する者」 と同 じ意味 に

使われた(75)。

まとめ

IvanMorrisの 観察によると、「平安時代には、食事の時刻 と眠りの時刻はそれほど厳密に

定まっていたわけではない。(中 略)ほ とんどの人ははっきりした時刻を知ることができなかっ

たので、生活が不規則的であったようにみえる。就寝する適当な時間帯という考え方はなかっ

たようだ。『源氏物語』を読むと、よ くでて くる場面では、登場人物が日の出の時まで夜 どお

し雑談 している。そして明け方の光を見て も、眠 りをとろうと思わずに、新しい一 日を迎える

ために、急 に思いっいて琴、あるいは笛を演奏 している㈹。」大まかに言 って、 日常生活の時

刻は曖昧であったというのは正 しいと、筆者 も考える。近代的な技術がないとき、測定の道具

は不正確であるため、時間を区切っても、生活時間の取 り扱いはそれほど厳密になりえなかっ

たのは当然なことである。古代の大多数の人々は基本的には太陽によって、日々の生活を営み、

季節の変化に応 じて一年の暮 らしを営んでいたと見てよい。っまり不定な時間感覚に基づいて
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生活 していたと思われる。一般庶民の日常生活を描写 している記録は残 っていないが、まだ明

るくなる前に起床 して、周 りを見分けられる光度の時間帯には稼 ぎ、暗い時には眠 っていたと

言えるだろう。っまり、彼等の睡眠時間は仕事の量によって、就寝および起床時刻は日照によっ

て定められていたと言 ってよいだろう。

庶民以外の少数の人に関する文献を読んで調べると、眠り一般、 とくに睡眠時間 ・時刻はそ

れほどテーマになっていない。よくテーマになっているのは、恋人を待 っていて、「眠れない

夜が多い(77)」などの悩み、そして明け方に鶏が初めて鳴 くときの恋人との別れを嘆くことであ

る。その 「鶏鳴」の制が、神々の帰 り、日の始めを告げているので、これは恋人 との別れだけ

ではなく、宮中の夜の儀式の終 り、そして、一般に起床時刻の目印として見 られていた。

古代においては、就寝 ・起床時刻を管理 しようとした権威が二っ成立 していた。

その一っは、政治的な中央権威である。要するに、国家が成立 したとき、模範にした中国か

ら、昼夜を定時的に区切 る概念、その測定方法 ・告げる方法 も導入 した。それは勢力圏内にい

る人々の生活の リズムを権威の構造に合わせるためである。その定時法が辰刻制度である。実

際に、その制度 は政庁や御所で使われていて、そのなかには宮中では眠 りを時間的に管理する

考えがあったと思われるが、それは権威の中心に当る天皇と彼の眠 りを保護する人々に限 られ

ていた。辰刻の名称 はそれ以外にも知 られていたようである。現実にはどの程度まで時刻の通

りに寝ていたのかは別問題である。 さらにいうと、 ほとんどの貴族は暇 もあり、遊びのために

夜中起 きていて、昼間に寝ていたことも珍 しくなかった。文献においては 「昼寝」に対 して批

判する場面があるが、そこにある 「昼寝」 は単に明るいうちにうたた寝するのではなく、色恋

を意味していた。

もう一っは宗教的な権威である。仏教の史料 も夢にっいてはとりあげているが、睡眠にはそ

れほど触れていない。そのことか ら当時は睡眠を管理するのがそれほど重要な用件ではなかっ

たと解釈 しうる。 しか し、善導の 「往生礼讃偈」 に伝わっている 「六時勤行」の決定によって、

寺院において も一日を区切って、六時ごとに鐘を打った。共同体を創 るため、六時勤行の リズ

ムに合わせて僧全員が日常生活を営んだ。睡眠も他の僧侶 と同時にとることを定めていた。 こ

の制度は寺院一般に共通であったと思われるが、禅の寺院はもっとも規則化 されていた。 さら

にいうと、鐘は寺院の外の人々か らも時刻の合図として見 られていて、たいてい夜の10時 前

後の鐘は就寝の時刻 として受けとめられていたとみてよいと思う。少な くとも就寝 ・起床時刻

の管理、っまり生活時間管理に関する限 りでは、古代においては宗教の権威は宮中の権威より

も強かったということがわかる。

また、寺院の比較的厳格な就寝 ・起床時刻の管理の下でも、貴族の曖昧な生活の時間感覚の

下でも、そして、本来的な職務に従事 している時でも遊びの時で も、あたりまえのように居眠

りしていたことが文献や絵巻からわかる。それが何 らかの失敗にっながって笑い話になったと

きにのみ、話題 として文献に残 っている。居眠 りという習慣は現代の多忙な社会だけの現象で

はなく、平安時代にもすでに確認できるのである。居眠 りは人間本来の普遍的な仕草であろう

か。他の国々の歴史 も調べて解明 していくべきであろう。

冒頭では、現代人は労働のためにも遊びのためにも睡眠を犠牲にしているということを検証
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した。 そ の よ うな こ とが らを古 代 に お い て調 べ る と、 貴 族 の世 界 で は睡 眠 を減 らす こと は美 徳

で あ る との 考 え 方 は見 当 た らな い。 遊 び の た め に徹 夜 して も、 そ の 代 わ りに昼 間 に寝 床 に入 っ

て い るわ けで あ る。 しか し、 仏 教 の世 界 で は 睡 眠 を短 縮 す る求 め が あ った とい うことが わか る。

そ れ に は論 拠 が二 っ あ り、 一 っ は睡 眠 時 間 が短 くな る ほ ど念 仏 す る時 間 が長 くな る。 も う一 っ

は 睡 眠欲 を こ らえ る修 行 に よ っ て、 「見 仏 」 を で き、最 終 的 に往 生 っ ま り、 最 高 の 豊 か さ を 手

に入 れ る こ とが で き る と思 われ た こと で あ る。

注

(1)1970年 は平 日の平均 で7時 間57分 で、1995年 は7時 間32分 であ った(NHK放 送 文化 研究 所19

96:40)。NHK国 民生活時間調査 は1941年 にも実施 されて いたが、戦後 は1960年 に始 ま り、 以

後、原則 と して、5年 ごとに定期的(10月)に 行われて いる。 この調査 は、10歳 以上 の国民 を対

象 と し、調査対象者 は連続す る二 日間の生活行動を15分 ごとに書 き込む ように求 め られて い る。

睡眠時間 を測定す る調査、その原点、発展、 目的、 方法や結果 と国際比較にっいては シテー ガ19

96,Steger1998を 参照。

(2)旅 行 交通 中の居 眠 りを論 じたのはSteger1996、 要約 は日本経済新 聞1996年5月2日 夕刊、 「居

眠 り多 い日本人」:13。

(3)Morris1969:298.

(4)訳 出には高山泉氏 の協力をいただ いた。記 して謝意 を表 した い。

(5)第38巻 「夕霧」:阿 部他1974:398-399;BenlII/1966:273.

(6)松 村他1973:41.

(7)斎 藤1995:51.

(8)中 国 の華北平原か ら渭水盆 地 に入 る要衝 にあ る関。 日暮れに は閉 じ、鶏鳴 とともに開かれた。

(9)三 木、 中川1981:62.

(10)三 木 、中川1981:62.

(11)辻 野1978:339,

(12)ス リランカの仏教研 究者 よ り、 「鶏 鳴」 の時制 はス リラ ンカで現在 もみ られるとの教えを受 けた。

この概念 はイン ドか ら伝 わ ったそ うである。鶏鳴 の時(3時 前後)は"BrahmaMuhurta"と

言 って、幸福な時 として見 られた。現在 のス リランカの一 日常生活 では、時計が あるに も関 わ ら

ず、 主婦 は鶏 が初めて鳴 くと、っ ま り朝 の3時 前後 に起 きる。朝食 ・弁 当を用意 してか ら、 遅 く

とも5時 半までに、 子供 と夫 を起 こす。学校 などは7時 半 に始 まる。受験勉強が ここ数年 来厳 し

くな り、子供達 は母親 の少 し後 に起 きて、BrahmaMuhurtaの 時間を利用 して勉強す るそ うで

あ る(MahindaDeegalle1996年2月13日)。 ま た、 イ タ リア の医 師 で 哲 学 者 で あ っ た

MarsilioFicini(1433-1499)は 、 早朝 の時 間 は頭脳 労働 に とって理想 的だ と言 って い る

(Wittmer-Butsch1990:38-39)。 ヨーロ ッパでは中世以降、教会 の屋根 の上 に全体 が鶏 の形 を

した時計をっけ ることが盛ん になってい った(Weigl!990:118-119)。

(13)佐 藤 武義1993:246-276は 『今昔物語」 を使 って、そ れを試 みている。

(14)詳 し くは斎藤1995を 参照。

(15)宇 治 谷1993:130。 宇治谷 は 「卯 の時」 を午前6時 と 「巳の時」 を10時 で説明す るが、 間違 いで

ある。卯の刻 は現代 の5時 頃 か ら7時 頃 まで持続 して、卯 の時 の始 めが現代 の5時 頃にな り、 巳

の刻 は現代の9時 頃か ら11時頃 まで であるので、 巳の時 の後が11時 頃 にな る。そ うい うわ け で、

当時 の勤務 時間が5時 頃 よ り11時 頃 まで で、6時 間 ぐ らいであったと言え る。

(16)宇 治 谷1993:181.

(17)『 日本 書記』 には、斉明天皇6年(660年)5月8日 に 「皇太子(中 大兄皇子)が 初 めて漏刻(水
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時 計)を つ く り、 人 民 に時 を 知 らせ るよ う に した 。」(宇 治 谷1993:211)と い う記 述 が 残 って い

る。 しか し、 斎 藤 国 治 の解 釈 に よれ ば 、 こ こ にあ る水 時計 は実 際 の と ころ使 わ れ な か っ た らしい。

なぜ な ら、 天 智 天 皇 「(671年)夏4月25日 、 漏 刻(水 時 計)を 新 しい台 の上 にお き、 は じめて鐘 ・

鼓 を打 って 時 刻 を知 らせ た。 この 漏 刻 は天 皇 が まだ 皇 太 子 で あ った時 に、 始 め て 自分 で お 造 りに

な っ た も ので あ る と い う。」(宇 治 谷1993:237)と い う記録 が あ る か らで あ る(斎 藤1995:227)。

(18)橋 本1986:27-28。 室 町 ・江 戸 時 代 の 武 士 向 け の訓 戒 物 を調 べ る と、 朝 の儀 式 が そ れ と似 て い る

こと は 目 にっ く。 しか し、 属 星 の名 号 を 唱 え る こ と は な く、 朝 、鏡 を見 るの は女 性 向 け の 訓 戒 物

に しか 見 当 た らな い。

(19)橋 本1986:29-33.

(20)伝 記 、 生 没 年 と も不 詳 。

(21)高 木1957:276(漢 文)、277(和 文)。 鍾 が 人 々 を皆 、 寝 よ と打 って い る けれ ど、 君 の こ とば か り

を思 い 出 して い る の で、 な か なか 眠 れ な い。

(22)Pierson1936:157.

(23)MahindaDeegalle1996年2月17日.そ の区 分 の原 点 は未 詳 で あ るが 、 古 代 の ギ リシ ア の 影

響 を受 け た と い う説 が あ る。 両 制 度 は基 本 的 に一 致 して い る上 、 北 西 イ ン ドで はギ リシ ア の影 響

が認 め られ て い る(Pas1986-87:71-74、Pas!995:113-114)。

(24)安 藤1978:152,Leighton1996173.「pas1986-87:54を 参 照 」

(25)安 藤1978:152,Leighton1996:73.こ れ と似 た こと は、 中 国 で は易 林 で も説 明 して い る。 「夜

半 子 、 鶏 鳴丑 、平 坦 寅 、 日出卯 」(日 本 大 辞 典 刊 行 会4/1986:141(鶏 鳴))。 っ ま り、夜 半(22-

2時)は 子(23-1時)の 刻 に あ り、 な ど。 こ こに使 われ て い る時 刻 の名 称 は 『舎 利 仏 悔 過 経 」

に述 べ られ て い る もの で あ る(Pas1986-87:62を 参 照)。

(26)Kleine1996:77.

(27)大 蔵 経1980番 、英 訳 はPas1995:110-111を 参 照 。

(28)塚 本1963:5058.

(29)JulianPasに よ る と、 「六 時勤 行 」 は天 台 宗 、浄 土 教 の時 宗 派(僧 一 遍 に よ って1275年 に 開 か

れ た)で は使 わ れ て い て(Pas1986-87:75)、 大 阪 に あ る 四天 王 寺(元 天 台宗)に は 六 時 堂 が

あ る(塚 本1963:5058)。 そ して道 元 の 『永 平 清 規』(安 藤1978:150,152;Leighton1996:

73)で も確認 で き る。
まつなみたいうん

(30)松 濤諦雲、1996年2月15日 、電 話の照会。京都市北 区にある大徳寺(臨 済宗)は 鎌倉時 代末;期に

建て られた。本稿が対象 にしてい る時代 よりも少 し後にな るのだが、筆者 は取材 の過程 で この興

味深 い話を聞 いたので、 ここに記 したい。寺院に よってそれぞれ差異 があ ると思われ る。

(31)奈 良 の東大寺二月堂のお水取 り(修 二会)も 、時間の区切 りと関係 があ る。そ こでは 「六 時 の行
じこうばん

法 」 が な され 、 「時 香 盤 」 と呼 ば れ る計 り物 に よ って 時 刻 が わ か る よ う にな って い る。

(32)奈 良 市 奈 良 町 に あ る 「時 の資 料 館 」 の館 長 に よ る と、 近 代 に 入 って ま で も寺 院 の鐘 はい っせ い に

打 っ わ けで は な か っ たが 、 当 時 の 人 々 に と って は それ は普 通 の こ とで あ り、 別 に構 わ な か っ た と

い う ことで あ る。

(33)Morris1969:93.

(34)阿 部 他1970:229.BenlI/1966:104。 第50巻 「東 屋 」 の 薫 に は似 て い る場 面 が あ る。

(35)Weigl1990:120.

(36)斎 藤1995:38。 そ うい う事 は ヨー ロ ッパ と の差 異 が な い。

(37)京 都 の場 合(内 田1993:3)。

(38)身 分 の高 い人 の場 合 に使 わ れ る、 寝 る こと の尊 敬 語 で あ る。

(39)石 田、 清 水!976:28.

(40)御 所 で は そ れ以 外 に も時 刻 を知 らせ る仕 方 が あ った。 そ して 、 時 刻 を知 らせ る仕 方 が 場 所 に よ っ
そう

て異 な った ことも 『枕草子』 の中に読 める。 「時を奏 するのは、 とて も趣 があ る。 大層 寒 い夜 中

な ど、 は きものの音 をたててす り来 て、 弓弦を うち鳴 らしてか ら、「官称 と姓名 、 時、 丑 三 つ」
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「子 四 つ 」 な ど、 遠 くか ら聞 こえ る声 で 、 時 の 杭 を さす 音 な ど、 とて も趣 が あ る。 「子 九 っ 」 「丑

八 っ 」 な ど と、 宮 中 に な じみ の 薄 い 人 は言 う。 す べ て 、 どの 時 間 で も、 た だ 四刻 分 だ け を 、 杭 に

は さす よ うだ 。」(荻 谷(第272段)12/1970:112-113。 こ こ に述 べ られ て い る 「子 の刻 に9回 」

と い う の は 「延 喜 式 」(927年 成 立 、 黒板1965:443)の とお りで あ る。

(41)玉 井1966:142-151、Hulvey1989:403-405.

(42)荻 谷(下)1979:246-247.Morris1970:249(No.167).
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(43)源 心の 『自行 念仏問答』 の選巻9の 第7話 による。善 慧大士語録 の 『勧心偈 」(天 台、 覚運 著)
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(44)黒 川11/1977:463。 原 本 は残 って い な い 。 『古 事 類 苑 」(神 宮1912:959)や 日本 教 育 文 庫 は

「拾 芥 抄』(中 世 の百 科 事 典)か ら引用 す る。

(45)シ テ ー ガ1996,Steger1998を 参 照 。

(46)Vigilは 不 寝 番 を言 う、 朝2時 頃 の祈 りで あ る。Laudesは 日 の 出 の 頃 に礼 賛 す る こ とで 、 これ

らの行 事 は現 在 まで 行 わ れて い る。 この間 の 眠 り は ドイ ッ語 で はFrUhschlafと 言 う(Wittmer-

Butsch1990:37)。 こ の よ うな 日常 生 活 に お け る勤 行 と関 係 す るが 、13世 紀 に な って か ら、 ヨー
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で あ った(ヴ ァイ グ ル9/1988:10;Weigl1990:115,117)。

(47)Wittmer-Butsch1990:41.

(48)黒 川9/1977:1.
まみ

(49)仏 に見 え る=会 う。

(50)安 藤1978:113,Leighton1996:65。

(51)安 藤1978:99.

(52)西 尾 、 安 良1995:110-112.
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(54)Kleine1996:96.
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(67)当 時 は美 徳 を 意 味 す る。

(68)Morris1970:282.

(69)Morris1970:297.

(70)Morris1969:161.

31



(71)阿 部 他1972:230-231,Ben!I/1966:744-745.

(72)残 っ て い な い。

(73)阿 部 他1972:207,BenlI/1966:729.

(74)桑 原1974:123,

(75)日 本 大 辞 典 刊 行 会4/1986:1294。

(76)Morris1969:161-162。 こ こで は、Morrisが 日の 出 は明 け方 よ り前 だ と記 し て い る が 、 逆 で

あ る。

(77)『 万 葉 集 』2945番(小 島他1973:307)。

文 献

阿部 秋 生 、秋 山虔 、今 井 源衛 校 主 ・訳.1970.『 源 氏 物 語1』 東 京:小 学 館.

阿部 秋 生 、秋 山虔 、今 井 源衛 校 主 ・訳.1972.『 源 氏 物 語3』 東 京:小 学 館.

阿部 秋 生 、秋 山 虔 、今 井 源 衛 校 主 ・訳.1974.『 源 氏 物 語4』 東 京:小 学 館.

阿部 秋 生 、秋 山 虔 、 今 井 源 衛 校 主 ・訳.1975.『 源 氏 物 語5』 東 京:小 学 館

安藤 文 英 、 伊 藤 俊 光 補 遺.1978.『 永平 大 清 規 通 解 』 東 京=鴻 盟 社.

Benl,Oscar.1966.GenjiMonogatari:DieGeschichtevomPrinzenGenji.Altjapanischer

Liebesromanausdem11.Jahrhundert,verfasstvonderHofdameMurasaki,Ilvols.

Z�ich:Manesse.

永 積 安 明 、 島 田 勇 雄 校 注.1971.『 保 元 物 語 平 治物 語 』東 京:岩 波 書 店.

藤井 乙 男.1928.『 沙 石 集 』 東京:文 献 書 院.

延暦 寺 副 執 行.1987.「 山 修 山 学 十 二 年 籠 山 行」 杉 林 昇 編 『最 澄 と天 台 仏 教 』 東 京:読 売 新 聞社 、39-41.

Hulvey,ShirleyYumiko.1989."Thenocturnalmuse:BennoNaishiNikki".Monumenta

Nipponica44:391-413.

橋 本 義 彦.1986.『 平 安 貴 族 』 東 京:平 凡 社.

石 田 穣 二 、 清 水 好 子 校 注.1976.r源 氏 物 語 一1』東 京:新 潮 社.

Kleine,Christoph.1996.H�ensBuddhismusdesReinenLandes.Reform,Reformation

oderH舐esie?Frankfurteta!.:PeterLang.

神 宮 廳 編.1912.『 古 事 類 苑 人 部 』 東 京:東 京 築 地 活 版 製 造 所

片 桐 洋 一 他 校 注 ・訳.1972.『 竹 取 り物 語 伊 勢 物 語 大 和 物 語 平 中 物 語 』 東 京:小 学 館

黒 川 真 道 編 纂.9/1977.『 日本 教 育 文 庫 教 科 書 篇 』 東 京:日 本 図 書 セ ンタ ー.

黒 川 真 道 編 纂11/1977.『 日本 教 育 文 庫 宗 教 篇 』 東 京1日 本 図 書 セ ンタ ー.

黒 板 勝 美 他 編 輯.1965.『 延 暦 交 替 式 、 貞 観 交 替 式 、 延 喜 交 賛 式 、 弘 仁 式 、 延 喜 式 』 東 京:吉 川 弘 文 館.

桑 原 武 夫.1974.『 論 語 』 東 京:筑 摩 書 房.

小 島 憲 之 、 木 下 正 俊 、 佐 竹 昭広 校 注 ・訳.1973.『 万 葉 集3』 東 京:小 学 館.

Leighton,TaigenDaniel(ed.).1996.Dogen'8purestandardsfortheZencommunity二 α

translationoftheEiheishingi.Albany:StateUniversityofNewYorkPress.

Morris,Ivan.1969.Theworldoftheshiningprince:CourtlifeinancientJapan.

Harmondsworth:Penguin.

Morris,Ivan.1970.ThePillowBoohofSeiSh�agon.Harmondsworth:Penguin.

松 村 誠 一、 木村 正 中、 伊 牟 田経 久校 注 ・訳.1973.『 土 佐 目記 、 蜻 蛉 日記 』 東 京:小 学 館.

三 木 幸 信、 中 川 浩文.1981.『 評 解 小倉 百 人 一 首 』 京 都:京 都書 房

美濃 部 重 克 校 注.1982.『 閑 居友 』 東京:三 弥 井.

NHK放 送 文 化 研 究 所 、 世 論 調 査 部.1996.『1995年 国 民生 活 時 間調 査 報 告 書 』 東 京:NHK放 送 文 化 研

究 所.

32



第1章 古 代 日本 人 は いっ 寝 て い たか

中村 元.1975.『 仏 教 語 大 辞 典 』 東 京:東 京 書 籍

奈 良 本 辰 也 、 高 野 登 著.1974.『 貝 原 益 軒 養 生 訓 入 門 楽 しむ こ と を入 生 とす る』 東 京:徳 間 書 店.

日本 大 辞 典 刊 行 会 編.1986.『 日本 国 語 大 辞 典 』10巻.東 京=小 学 館.

西 尾 実 、 安 良 岡康 作 校 注.1995.『 新 訂 徒 然 草 』 東 京:岩 波 書 店.

大 澤 一六 校 訂.1934.『 養 生 訓 』 東 京=荻 原 星 文 館.

荻 谷 朴 校 注.1979.『 枕 草 子 』 上 下.東 京=新 潮 社.

Pas,Julian.1986-87."Sixdailyperiodsofworship:symbolicmeaninginBuddhist

liturgyandeschatology".MonumentsSerica37:49-82.

Pas,Julian.!995.VisionsofSuhh穹at�:Shan-tao'scommentaryontheKuanwu-lung

showfothing.Albany:StateUniversityofNewYorkPress.

Pierson,J.L.Jr.1936.TheMany�'s�,Translatedandannotated.BookN.Leyden:Brill.

Steger,Brigitte.1998.日 本 人 の 眠 りの 時 間 測 定.第8回 研 究 会 『け い はん な マ ラ ソ ンセ ミナ ー人間 ・

生 物 ・時間 さ まざ まな 時 間 を 求 め て 』 京 都 府 精 華 町=け い はん な マ ラ ソ ンセ ミナ ー 「人 間 ・生 物 ・

時 間 」 事 務 局.

Steger,Brigitte.1996.「 旅 の 寝 暮 し」 一 日本 の 旅 行 交 通 中 にお け る 厂眠 り」 の 文 化.『 旅 の 文 化 研 究

所:研 究 報 告 』4:119-130.

斉 藤 国 治.1995.『 日本 ・中 国 ・朝 鮮 古 代 の 時 刻 制 度:古 天 文 学 に よ る検 証 』 東 京:雄 山 閣.

佐 藤 武 義.1993.「 中 古 説 話 物 語 の 時 間 『今 昔 物 語 集 』 を 中 心 に」 渡 辺 浩 雄 編 『文 化 に お け る 時 間 意 識 』

東 京=角 川 書 店 、246-276.

シ テー ガ 、 ブ リギ ッ テ.1996.「 現 代 日本 の 眠 り」TheSundialReport1.

高 木 市 之 助 、 五 味 智 英 、 大 野 普 校 注.1957.『 万 葉 集1』 東 京:岩 波 書 店.

玉 井 幸 助.1966.『 弁 内 侍 日記 新 注 増 訂 版 』東 京=大 修 館 書 店.

辻 野 勘 治.1978.『 万 葉 時 代 の 生 活 』 東 京:短 歌 新 聞社.

塚 本 善 隆 他 編 纂.1963.『 望 月 仏 教 大 辞 典 』 東京:世 界 聖 典 刊 行 協 会.

内 田 正 男.1993.『 暦 と時 の 辞 典 』 東 京:雄 山 閣.

宇 治 谷 孟.1993.『 日本 書 記 全 現 代 語 訳 下 』 東京:講 談 社.

ヴ ァ イ グ ル、 エ ンゲ ル ハ ル ト.1988.「 時 計仕 掛 けの世 界 一 近 代 初 頭 にお け る時計 の メ タ フ ァー」 『現 代

思 想 』9:8.21.

Weigl,Engelhard.1990.InstrumentederNeuzeit:DieEntdeckungdermodernenWirk-

lichkeit.Stuttgart:Metzler.

Wittmer-Butsch,MariaElisabeth.1990.ZurBedeutungvonSchlafundTraumimMittel-

alter.Krems:MediumAevumQuotidianum.

渡 邊 綱 也 校 注.1966.『 沙 石 集 』 東 京=岩 波書 店.

33


